
国
税
専
門
官
の
採
用
試
験

お
知
ら
せ

人
事
院
と
国
税
庁
で
は
、
国
税
専
門

官
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の

受
験
者
を
募
集
し
ま
す
。
受
験
資
格

等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事

院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家
公
務
員
試

験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
次
の
と
こ
ろ
へ
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

詳
細
の
お
問
い
合
わ
せ
先

人
事
院
人
材
局
試
験
課

☎
０
３
‐
３
５
８
１
‐
５
３
１
１

熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

☎
０
９
６
‐
３
５
４
‐
６
１
７
１

鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談

所
で
は
、
大
隅
地
域
振
興
局

に
お
い
て
定
期
的
な
出
張
相
談

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
３
月

の
開
催
日
は
次
の
と
お
り
で

相
談
は
無
料
で
す
。

日
付
　

３
月
28
日
木

時
間
　
10
時
30
分 

～ 

14
時

※
受
付
は
13
時
30
分
ま
で

場
所 　
大
隅
地
域
振
興
局
１
階

※
必
ず
事
前
の
ご
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
県
交
通
事
故
相
談
所 

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
６

照
葉
樹
の
森
で
は
、
自
然
を

体
感
で
き
る
月
例
登
山
会

や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
イ

ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
家
族
や
お
友
達

と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

❶
月
例
登
山
会
（
荒
西
山
）

４
月
14
日
日

❷
自
然
体
感
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
（
白

滝
・
ダ
マ
ス
ク
の
風
）

４
月
28
日
日

※ 

参
加
費
、
応
募
期
間
な
ど
イ
ベ

ン
ト
の
詳
細
は
、
照
葉
樹
の
森
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所　
　

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
で
は
、
桜
の
開

花
の
時
期
に
合
わ
せ
て
、
ハ
ズ
レ
な

し
の
抽
選
会
を
開
催
し
ま
す
。
カ

ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
桜
と
共
に
是
非

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

期
間　
３
月
20
日
水
～
３
月
31
日
日

９
時
～
17
時　

※
３
月
25
日
月
は
休
館
日
で
す
。

場
所　
カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
受
付

問
カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
４
‐
４
５
‐
３
２
８
８

お
知
ら
せ

自
動
車
の
住
所
等
変
更
手
続

引
越
し
や
結
婚
な
ど
で
住
所
や
氏

名
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
納
税
通

知
書
を
確
実
に
お
届
け
す
る
た
め

に
、
次
の
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

○
変
更
登
録
　
必
要
書
類
に
つ
い

て
は
、
鹿
児
島
運
輸
支
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
住
所
や
名
前
な
ど
の
変
更
届
出

鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税

課
へ
は
が
き
、
電
話
ま
た
は

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

電
子
申
請
で
届
出
を
し

カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
お
花
見
抽
選
会

て
く
だ
さ
い
。

届
出
用
の
は
が
き
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
県
の
各

地
域
振
興
局
・
支
庁
、
各
市
町
村
役

場
に
も
備
え
て
あ
り
ま
す
。

問
鹿
児
島
運
輸
支
局
登
録
部
門　
　

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
８
９

鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課

☎
０
９
９
‐
２
６
１
‐
５
６
１
１

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で
悩
ん
で
い
ま
せ

ん
か
？
県
労
働
委
員
会
委
員
【
公
益

委
員
（
弁
護
士
、
大
学
教
授
等
）、

労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
相
談

物 価 高 騰 対 応 低 所 得 世 帯 重 点 支 援 給 付 金物 価 高 騰 対 応 低 所 得 世 帯 重 点 支 援 給 付 金
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の重点支援地方交付金
を活用し、一定条件を満たした世帯に、物価高騰対応低所得世帯重点支援給付金（均等割：10 万円、子ど
も加算：1 人当たり 5 万円）を支給します。

◉対象世帯▶◉対象世帯▶令和 5 年 12 月 1 日（基準日）時点において、錦江町に住民登録があり、世帯全員が令和 5 年度
住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成さ
れる世帯。ただし、令和 5 年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯では
ないことが、支給要件となります。対象世帯に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
※「支給のお知らせ」が届いた世帯での手続きは、原則不要です。
※  「確認書」が届いた世帯は、必要事項を記入し提出書類とともに同封の返信用封筒で必ず返信
してください。オンラインでの申請も可能です。

◉対象世帯▶◉対象世帯▶

対象世帯に「確認書」を送付します。必ず
3 3

申請が必要ですので「確認書」に記載されている児童
の氏名等を確認し、提出書類とともに同封の返信用封筒で返信してください。オンラインでの申
請も可能です。

令和５年 12 月１日（基準日）時点において、下記の要件を満たす世帯
①令和５年度住民税非課税世帯、または令和５年度住民税均等割のみ世帯であること
②平成 17年４月２日生まれ以降の児童を扶養している世帯であること
※令和５年 12 月２日以降に生まれた児童も対象です。
※同一世帯ではないが、世帯主と生計を同一にしている児童がいる場合はご連絡ください。

お問い合わせ先　介護福祉課  ☎ 0994-22-3042

均 等 割（10 万円）

子ども加算（１人当たり５万円）

◉提出期限▶◉提出期限▶令和６年令和６年４４月月3030日日火火までまで

◉提出期限▶◉提出期限▶令和６年令和６年４４月月3030日日火火までまで

パブリックコメントを実施
高齢者福祉計画・介護保険事業計画など

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしができる
町を目指し、「錦江町高齢者福祉計画・第９期介護
保険事業計画」、「錦江町地域福祉計画」、「第７期錦
江町障害福祉計画・第３期錦江町障害児福祉計画」
の策定を進めています。皆さまの意見を広く募集し、
計画作成に反映させるためパブリック・コメント（意
見公募）を行います。３月 28 日木まで閲覧できま
すのでご意見をお聞かせください。

◉お問い合わせ先   介護福祉課  ☎ 22-3042

照
葉
樹
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

交
通
事
故
出
張
相
談
所
を
開
設

労
働
者
委
員
（
労
働
組

合
役
員
等
）、
使
用
者

委
員
（
会
社
経
営
者

等
）】
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

労
働
者
、
使
用
者
の
ど

な
た
で
も
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。（
無
料
、
秘
密
厳
守
）

３
月
の
相
談
会　
３
月
26
日
火

４
月
の
相
談
会　
４
月
23
日
火

時
間　

14
時
30
分
～
17
時
（
受
付

は
16
時
30
分
ま
で
）

※ 

電
話
に
よ
る
相
談
も
可
（
相
談

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
：
０
９
９
‐
２
８
６

‐
３
９
４
３
）

場
所　
県
庁
労
働
委
員
会
（
県
庁
15

階)申
込
み
　
相
談
会
の
時
間
で
随
時
受

付
（
予
約
優
先
）

相
談
事
例
　
解
雇
、
雇
止
め
、
配
置

転
換
、
賃
下
げ
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど

問
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
９
４
３

「
か
ご
し
ま
子
ど
も
・
若
者
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
不
登
校
、
ひ

き
こ
も
り
、
ニ
ー
ト
、
フ
リ
ー
タ
ー

な
ど
の
相
談
に
対
応
し
、
相
談
内
容

に
応
じ
て
助
言
や
専
門
機
関
・
団
体

等
の
紹
介
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と

り
で
抱
え
込
ま
な
い
で
、
ま
ず
は
相

談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。（
相
談
無
料
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。）

相
談
受
付
・
相
談
時
間

○
面
接
相
談　
火
～
日
曜
日　
10
時

～
17
時　
※
必
ず
電
話
で
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

〇
電
話
相
談　
火
～
日
曜
日　
10
時

～
17
時
（
受
付
は
16
時
30
分
ま
で
）

〇
メ
ー
ル
相
談　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

の
相
談
専
用
フ
ォ
ー
ム
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。（「
か
ご
し
ま
子
ど
も
・

若
者
相
談
」
で
検
索
）

問
か
ご
し
ま
子
ど
も
・
若
者
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー 

意見の提出期限▶３月 28 日木 まで

閲覧場所▶ 錦江町役場 介護福祉課 / 田代
支所 住民生活課 / 錦江町ホームページ

意見の提出方法
所定の様式に住所・氏名・連絡先・意見
を記入して提出してください。
持参▶本庁 介護福祉課、支所 住民生活課
郵送▶〒 893-2392 錦江町城元 963 番地
　　　（錦江町役場  介護福祉課　宛）
FAX ▶ 0994-28-3367
メール▶ fukushi-h@town.kinko.lg.jp

子
ど
も
と
若
者
の
相
談
窓
口

☎
０
９
９
‐
２
５
７
‐
８
２
３
０

県
で
は
、
県
民
が
粒
子
線
に
よ
る
が

ん
治
療
を
受
け
や
す
い
環
境
を
整
備

す
る
た
め
、
指
宿
市
に
あ
る
メ
デ
ィ

ポ
リ
ス
国
際
陽
子
線
治
療
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
粒
子
線
治
療
を
受
け
る

患
者
本
人
や
家
族
な
ど
が
治
療
費
を

金
融
機
関
か
ら
借
り
受
け
た
場
合

に
、
そ
の
利
子
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

対
象
借
入
金　
銀
行
な
ど
か
ら
の
借

入
金
の
う
ち
粒
子
線
治
療
料
相
当
額

※
限
度
額
は
３
１
４
万
円

利
子
補
給
率　
・
非
課
税
世
帯
（
住

民
税
）：
年
利
率
（
６
％
以
内
）
の

１
０
０
％

・
患
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
課
税

総
所
得
金
額
が
６
０
０
万
円
以
下
：

年
利
率
（
６
％
以
内
）
の
50
％

利
子
補
給
期
間　
５
年
を
限
度

対
象
外
の
治
療　
公
的
医
療
保
険
適

用
と
な
っ
て
い
る
小
児
が
ん
、
前
立

腺
が
ん
、
骨
軟
部
腫
瘍
、
頭
頸
部
悪

性
腫
瘍
、
大
型
の
肝
臓
が
ん
、
肝
内

胆
管
が
ん
、
局
所
進
行
膵
が
ん
、
局

所
大
腸
が
ん
術
後
再
発

※
詳
し
く
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

（「
粒
子
線
が
ん
治
療
費
」
で
検
索
）

問
県
庁
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
２
１

が
ん
治
療
費
の
利
子
補
給
制
度
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